
改

正

後

改

正

前

（
届
出
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

（
届
出
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

令
第
二
百
五
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い

内
閣
府
令
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
（
以
下
「
放
射
性
同

う
。
）
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
放
射

位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行

性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
次
項
に
お
い
て
「
規
則
」

は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と

（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規

す
る
。

定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
。

２

令
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
十
七
条
の
内
閣

［
項
を
加
え
る
。
］

府
令
で
定
め
る
特
定
放
射
性
同
位
元
素
は
、
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号

又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
該
当
す
る
特
定
放
射
性
同
位
元

素
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
表
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）
と
す
る
。

（
届
出
の
手
続
）

（
届
出
の
手
続
）

第
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

第
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
五
項
（
法
第
二
十
五
条
の
五

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
五
項
の

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
放
射
性

規
定
に
よ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
の
届
出
書

様
式
第
一
の
届
出
書
二
通
を
当
該
運
搬
の
経
路
で
あ
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府

二
通
を
当
該
運
搬
の
経
路
で
あ
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以

県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら



下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
指
示
）

（
指
示
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

２

法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
八
条
第
六

［
項
を
加
え
る
。
］

項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
放

射
性
同
位
元
素
を
防
護
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
す
る
。

３

法
第
十
八
条
第
六
項
（
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

２

法
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
前
条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
前
条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し

た
公
安
委
員
会
が
別
記
様
式
第
二
の
指
示
書
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
交
付
し
て

た
公
安
委
員
会
が
別
記
様
式
第
二
の
指
示
書
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
交
付
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

第
四
条

法
第
十
八
条
第
八
項
（
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

第
四
条

法
第
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
検
査
を
行
う
と
き
は
、
道

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
検
査
を
行
う
と
き
は
、
道

路
に
お
け
る
安
全
と
円
滑
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
選
び
、
か
つ

路
に
お
け
る
安
全
と
円
滑
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
選
び
、
か
つ

、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
保
安
の
確
保
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け

、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
保
安
の
確
保
（
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
に
特
定

れ
ば
な
ら
な
い
。

放
射
性
同
位
元
素
を
含
む
と
き
は
、
保
安
及
び
当
該
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防

護
の
確
保
）
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

（
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

第
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
象
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

第
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
象
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
法
第
十
八
条
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

（
法
第
十
八
条
第
一
項
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
等

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
等

の
運
搬
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

の
運
搬
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］



三

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
運
搬
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
三
十
一
条
の
二
の
許
可
届
出
使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者

３

法
第
三
十
一
条
の
二
の
許
可
届
出
使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者

及
び
許
可
廃
棄
業
者
で
あ
つ
て
法
第
十
八
条
第
五
項
（
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規

及
び
許
可
廃
棄
業
者
で
あ
つ
て
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

も
の
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
当
該

も
の
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
当
該

届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
に
報
告
し
、
か
つ
、
当
該
事
象
が
生
じ
た
日
か
ら

届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
に
報
告
し
、
か
つ
、
当
該
事
象
が
生
じ
た
日
か
ら

十
日
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
当
該
公
安
委
員
会

十
日
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
当
該
公
安
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
）

（
報
告
徴
収
）

第
六
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
法
第
十
八
条
第
五

第
六
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
法
第
十
八
条
第
五

項
（
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
許
可
届
出
使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業

）
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
許
可
届
出
使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業

者
若
し
く
は
許
可
廃
棄
業
者
（
法
第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
届
出

者
若
し
く
は
許
可
廃
棄
業
者
（
法
第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
届
出

使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
と
み
な
さ
れ
る

使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
と
み
な
さ
れ
る

者
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
に
対
し
報
告
を
さ

者
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
に
対
し
報
告
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
状
況
及

せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
状
況
及

び
当
該
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

び
当
該
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

の
状
況
と
す
る
。

の
状
況
と
す
る
。





備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


